
 

 

①近隣にお住まいの方、お勤めの方等の団体 

②近隣の保育所、幼稚園、学校及び会社等 

③その他の方で特別に認められた場合 

地域福祉推進のために、会議・研修会・講習会等

の催し物及び休憩スペースとして利用することが

できます。 

 

特別養護老人ホーム馬込 

 

利用のご案内 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

                           

 

 

 

詳しくは当施設窓口まで 

地図 

 

 
馬込西公園 


